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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プローバに対してテストヘッドを配置するための装置であって、
　フレームと、
　第１及び第２の細長いリードスクリュー(elongate lead screws)であって、各リードス
クリューは、一端が前記フレームに枢着(pivotably coupled)され、第１リードスクリュ
ーは、第１ピボット軸の周りでピボット運動でき、第２リードスクリューは、第１ピボッ
ト軸に平行に延びる第２ピボット軸の周りでピボット運動でき、第１及び第２のリードス
クリューは、第１及び第２の各回転軸の周りで回転可能であり、第１回転軸は、第１ピボ
ット軸に垂直に延び、又、第２回転軸は、第２ピボット軸に垂直に延びるような第１及び
第２のリードスクリューと、
　前記第１リードスクリューに回転可能に結合された第１端部、及び前記第２リードスク
リューに回転可能に結合された第２端部を有するリンクと、
　前記第１回転軸の周りで第１及び第２の互いに逆の方向に前記第１リードスクリューを
回転すると共に、前記第２回転軸の周りで第１及び第２の互いに逆の方向に前記第２リー
ドスクリューを回転するために、前記第１及び第２のリードスクリューに結合された少な
くとも１つのアクチュエータと、
　前記リンクに結合され且つ前記テストヘッドを支持するようにされたアームと、
を備え、前記第１及び第２のリードスクリューを前記第１方向に回転すると、前記リンク
を前記第１及び第２のリードスクリューに対して並進移動させ、前記テストヘッドを前記
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フレームに対して並進移動させると共に、前記第１リードスクリューを前記第１方向に回
転し且つ前記第２リードスクリューを前記第２方向に回転すると、前記リンクを前記第１
及び第２のリードスクリューに対して回転し、前記テストヘッドを前記フレームに対して
ピボット運動させるようにした装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのアクチュエータは、前記第１リードスクリューに結合された第１
アクチュエータと、前記第２リードスクリューに結合された第２アクチュエータを含む、
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記アームは、前記テストヘッドを前記アームに沿って第１及び第２の互いに逆の方向
に移動するための並進移動メカニズムを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記並進移動メカニズムは、直線的ガイドレールを含む、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記リードスクリューは、ローリング要素スクリュー(rolling element screws)である
、請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、重さ及びサイズのために扱い難いモジュールを配置するためのマニ
ピュレータに係り、より詳細には、テストヘッドを自動テストシステムの他の要素に対し
て配置するためのマニピュレータ、及びその使用方法に係る。
【背景技術】
【０００２】
　経済効率が半導体産業を推進し、スペース、スピード、及びコストオブオーナーシップ
(cost of ownership)を資本装置設計の重要なファクタにしている。スペースが重要であ
るのは、設備が非常に高価で、しばしば、構築するのに数十億ドルのコストになるからで
ある。このような設備の所有者は、資本に対する収益を最大にするために機械を密に配置
することを次第に望むようになった。従って、資本装置設計のトレンドは、床の設置面積
が最小である垂直に積層可能なシステム及び機械に向かっている。
【０００３】
　スピードが重要であるのは、それが出力量を決定するためである。製造スピードを高め
るために、製造及びテストシステムが自動化及びモジュール化される。典型的なテストシ
ステムでは、ロボット型のハンドリング機械が、測定装置を含むモジュラーテストヘッド
との間で物品をやり取りする。測定に基づいて、テストヘッドは、ハンドラーに対して「
ヘッドオーバー」、「ヘッドアンダー」又は「垂直平面」位置にある。テストヘッド全体
を、マニピュレータを使用して、システムの残り部分に取り付けたり、取外したりするこ
とができ、テストヘッド又はインターフェイス要素を素早く交換して、異なる測定、又は
テストヘッドの校正、又はメンテナンスを行うことができる。
【０００４】
　コストオブオーナーシップ（所有コスト）も重要である。テストヘッドマニピュレータ
の場合、コストは、一般に、自由度及び重量支持能力と共に増大する。従って、マニピュ
レータ設計には、コストフレキシビリティテンション(cost-flexibility tension)があり
、これにより、既知のテストヘッドマニピュレータは、「専用」又は「汎用」と分類され
る。専用マニピュレータは、通常、テストシステムの別の要素に固定され、カスタマイズ
された設計重量限界、サイズ限界、及び移動範囲を有する。しかしながら、カスタマイズ
することは、テストヘッドの重量、サイズ、配置又は積層要件が変化したときに、オフデ
ザイン適用性に悪影響を及ぼす。その結果、専用マニピュレータは、時間のかかる又は高
価な変更や交換を必要とすることがある。
【０００５】
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　これに対して、汎用マニピュレータは、通常、自立式で、移動について６つまでの自由
度を有する。しかしながら、広い目的を達成するのに必要な設計上の妥協は、このような
マニピュレータを、多くの用途に対してオフデザインのカスタマイズされた装置と同程度
に不適切なものにするか、又はマニピュレータを著しく高価なものにすることがある。
【０００６】
　設計バランスを見出すときに、多くの既知の汎用及び専用マニピュレータは、ヒンジを
使用して、テストヘッドの重量を支持しながら、ヒンジ軸の周りで回転できるようにする
。このようなヒンジ構造は、数千ポンドのテストヘッド重量を支持し、充分な移動の自由
度を与えることができるが、不都合なことに、テストヘッドが揺動する弧を受け容れるた
めに著しい頭上スペース及び床スペースを必要とする。更に、垂直の並進移動が望まれる
場合には、ヒンジに加えて他の構造が必要とされ、コストを増加させる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　むしろ、高いスペース効率のために半導体産業が必要としているのは、重いテストヘッ
ドを「ヘッドオーバー(head over)」、「ヘッドアンダー(head under)」又は「垂直平面
」配向へと並進移動し、回転するためのコンパクトな可搬式マニピュレータであり、この
ような機能を、減少された床スペース及び頭上スペース要件並びにコストで、且つカスタ
マイズせずに、達成することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、テストヘッドをプローバ又は他の基準に対して配置するためのマニピュレー
タを提供する。このマニピュレータは、フレームと、このフレームに結合されたリンケー
ジであって、各ピボットの周りで回転する自由度を有する第１及び第２リンク、並びにこ
れら第１及び第２リンクに結合された第３リンクを含み、この第３リンクが並進移動及び
回転の移動自由度を有するようなリンケージと、第３リンクに結合され且つテストヘッド
に取り付ける構成にされたアダプタとを有している。又、本発明は、このマニピュレータ
を制御する方法も提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１は、本発明による自動テストシステムの斜視図である。本発明の広い原理を教示す
るものであるこの実施形態では、テストシステム３０は、プローバ４０と、このプローバ
に接近して配置されたマニピュレータ５０と、取外し可能なテストヘッド９０とを備えて
いる。図１のテストシステムは、明瞭化のために垂直に積層されるシステムではないが、
他の実施形態は、積層型であることが容易に明らかであろう。
【００１０】
　図１の実施形態では、プローバ４０は、ウェハプローバである。通常のウェハプローバ
は、典型的に、供給源からウェハを取り上げそしてウェハをインターフェイスに対して穏
やかに且つ正確に配置するためのロボット型取り扱いメカニズムを備えている。インター
フェイスの反対側に位置されたテストヘッドは、種々のプロービングテストを行うことが
できる。別の実施形態では、プローバがパッケージハンドラー又は他の装置に置き換えら
れる。本発明により多数の変更がなされ得る。
【００１１】
　図１は、ヨーク６５によりマニピュレータ５０に取り付けられたテストヘッド９０を、
プローバ４０に対して取外した位置で示している。しかしながら、テストを行なうために
、マニピュレータは、テストヘッドを上方に持ち上げ、９０°回転し、ガイドレール６１
に沿って並進移動し、そしてシャーシ４５の取り付け面４６に下げることにより、テスト
ヘッドを再配置する。テストヘッドのこのような取り付け及び取り外しは、本書のいずれ
かで参照する一連の添付図面に示され、以下に詳細に説明される。異なる実施形態のテス
トヘッドは、いったん配置されると、その使用目的及び状況に基づいて、数分から、数日
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、数ヶ月、又は数年までの異なる長さの期間にわたりそのままにされる。
【００１２】
　図１において、シャーシ４５を含むプローバ４０は、設備の支持面又は床に固定される
。対照的に、マニピュレータ５０は、フレーム５１に結合されたホイール５３を任意に備
え、これは、好都合にも、ユーザがマニピュレータを設備内で必要に応じて移動できるよ
うにする。荷重を支持する前にマニピュレータを固定し安定化するために、フレームは、
ジャッキスタンド５４を備え、これは、下方に延びるように回転して床に接触させ、そし
てホイールがもはや床に接触しなくなるまでマニピュレータを上方に持ち上げることがで
きる。固定マニピュレータのオプションのように、本発明により、ローラー(rollers)又
はスキッド(skids)又はエアクッションのような多数の他の移動及び安定化手段も考えら
れる。
【００１３】
　シャーシ４５に取り付けられると、テスト物品は、種々のそして従来の運搬手段により
テストヘッド９０へ及びテストヘッド９０から運搬される。図１の実施形態は、ロボット
型運搬手段をプローバ４０内に備えているが、明瞭化のために図示されていない。典型的
な運搬手段は、ウェハのボート(boat)からウェハを取り上げそして所定のテスト位置にウ
ェハを配置するウェハ取り上げ配置ハンドラー又はロボットを備えている。本発明の原理
により多数の他の運搬手段も考えられる。
【００１４】
　テストヘッド９０は、素早い交換を可能にする上で効果的である取外し可能なモジュー
ルである。モジュラーテストヘッドが何らかの理由で交換又は修理を必要とする場合には
、素早く取外すことができる。本発明の好ましい実施形態は、テストヘッドを操作するも
のであるが、重量及びサイズのために扱い難い他のモジュールを操作することも、本発明
の広い技術思想の範囲内である。
【００１５】
　テストヘッド９０は、典型的には、製造プロセス中に物品をテストするための測定装置
を含む。テストヘッドは、半導体ウェア、回路板等の上の電子デバイスを評価するための
装置を含む。同様に、テストヘッドは、テスト物品の表面又は構造を光学的に診断するた
めの装置を含む。他の実施形態では、テストヘッドは、スタイラス(stylus)での表面プロ
ファイリング(surface profiling)のような機械的テストを行なう装置を含む。したがっ
て、テストヘッドは、テスト診断が機械的又は電気的又は磁気的又は光学的原理を基礎と
するか、或いは他の科学的原理を基礎とするかに基づいて、種々様々な仕方でテスト物品
に結び付けられる。
【００１６】
　１つの好ましい実施形態では、テストヘッド９０は、半導体ウェハ上に形成された電子
装置をテストするための電子テスタである。プローバ４０の取り付け面４６に取り付けら
れると、ピンがテストヘッドの一部分から下方に延びる。テストを行なうために、プロー
バ内の運搬手段がテストウェハを、下方に延びるピンに向かって持ち上げる。したがって
、ウェハ上の構造体が、電子的テストを行なうために、テストヘッドのピンと正確に且つ
穏やかに機械的接触状態にされる。例えば、参考としてここに全体を援用する２００４年
７月２８日に出願された“Apparatus for Planarizing a Probe Card and Method for Us
ing Same”と題する米国特許出願第１０／９０２１８８号を参照されたい。
【００１７】
　本発明により、多数の他のテストヘッド－テスト物品構成が考えられる。例えば、上述
した「ヘッドオーバー(head over)」構成に代わって、テストヘッドは、「垂直平面」配
向にあってもよく、この場合には、運搬手段は、テスト物品を、テストヘッドの側部に面
した垂直部分へ移動する。別の実施形態では、テストヘッドを「ヘッドアンダー(head un
der)」構成にすることができ、この場合には、運搬手段は、テスト物品をテストヘッドの
頂部に向けて下げる。
【００１８】
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　同様に、テストヘッドは、「垂直平面」配向にあってもよく、この場合、運搬手段は、
テスト物品を、テストヘッドの側部に面した垂直部分へ移動する。
【００１９】
　また、図１は、位置及び傾斜センサ（図２を参照）に結合されて、マニピュレータ５０
、ひいては、テストヘッド９０の配置を制御するデジタルコンピュータプロセッサを含む
制御システム７５も示している。典型的に、デジタルコンピュータプロセッサは、通常の
デスクトップコンピュータの一部分である。図１は、外部取り付け構成を示している。し
かしながら、ある範囲の別の実施形態は、内部即ちマニピュレータ内に取り付けられる「
単一ボード(a single board)」構成のコンピュータプロセッサを有する。このような「単
一ボード」の効果は、図１に示すように外部に取り付けられるデスクトップコンピュータ
に比して、スペースを節約することである。キーパッド又はキーボード及びモニタ、例え
ば、ＣＲＴ又はＬＣＤが外部に取り付けられる。
【００２０】
　制御システム７５は、デジタル、又はアナログ／デジタル混合の制御システムであるの
が好ましい。しかしながら、マニピュレータ５０の他の実施形態は、完全にアナログの電
気機械的制御システムを有する。更に別の実施形態は、制御システムをもたず、手で操作
される。また必ずしもそうでないが、制御システムは、運搬手段（図示せず）によりテス
トヘッドへ及びテストヘッドからテスト物品を運搬し、そしてテストヘッドによりテスト
するのを制御するように構成されるのが好ましい。
【００２１】
　図２は、図１に示すマニピュレータの内部構造の側面図で、一部を断面図で詳細に示し
た図である。図１の例示とは対照的に、図２の例示は、マニピュレータ５０の内部構造を
示すために、テストヘッド９０、カバー５２、アーム６０、ヨーク６５、及びフレーム５
１の部分を省略している。この実施形態は、図１と同様に、教示例である。図２に示すも
のからの多数の変更が本発明により考えられる。
【００２２】
　本発明の広い原理によれば、マニピュレータ５０は、マルチリンクリンケージ１００を
備えている。リンケージの結合されたリンクは、テストヘッドの外側を通過するヒンジ軸
とは対照的に、テストヘッドを通過する軸の周りでテストヘッドを回転する間にテストヘ
ッドの重量を支持することにより、スペース効率のよいテストヘッド移動を可能にする。
ヒンジマニピュレータの広い揺動弧に比して、本発明の好ましい実施形態では、テストヘ
ッドをテストヘッドの影のサイズに関して減少された設置面積内で「転倒」できるように
する。また、本発明の好ましい実施形態では、１つの構造体が２つの自由度の運動、即ち
並進移動及び回転に作用できるようにする。これは、各運動自由度に対して個別のハード
ウェアを有するマニピュレータに比して、コスト効果を与える。
【００２３】
　図２において、リンケージ１００は、各々細長いリードスクリュー(lead screws)であ
る第１及び第２のリンク１１０及び１２０を含む。第１及び第２のリードスクリューは、
各々、ベアリングアッセンブリ１７５により回転可能に支持される末端部１１１を有する
。従って、第１及び第２のリードスクリューは、各々、これらリードスクリューを通る長
手軸に各々対応する第１及び第２の回転軸１９１及び１９６の周りで回転する自由度を有
する。更に、以下に述べるように、リードスクリューのねじは、重量を支持し、リードナ
ットを駆動して他の要素を作動させる。
【００２４】
　第１及び第２のリンク１１０及び１２０は、底部プレート５５に枢着され、底部プレー
トは、次いで、フレーム５１に取り付けられる（図１を参照）。ベアリングアッセンブリ
１７５は、フランジ１７６間に支持される。これらフランジは、これらフランジ及びピボ
ットブロック１８２の穴を通過するシャフト・ベアリングアッセンブリによりピボットブ
ロック１８２に結合される。従って、第１及び第２のリードスクリューは、第１及び第２
のピボット１８０及び１８５並びにそれに対応するピボット軸１８１及び１８６の周りで
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回転する自由度を有する。各リードスクリューのピボット及び回転軸は、互いに垂直であ
る。
【００２５】
　リンケージ１００は、更に、第３のリンク、即ちクロスするリンク１３０も備えている
。図２の実施形態では、リードナット(lead nuts)１４０が第１及び第２のリードスクリ
ュー１１０及び１２０に各々ねじ込まれる。リードナットは、次いで、通常の慣習的な手
段により第３リンクの両端に枢着される。従って、第３リンク即ちクロスリンクは、細長
い第１及び第２リンクの長さに沿って移動する自由度を有する。第３リンクの両端が第１
及び第２リンクに沿って同じ速度で移動する場合には、第３リンクが並進移動し、回転は
しない。他方、第３リンクの両端が第１及び第２リンクに沿って異なる速度で移動する場
合には、第３リンクが第３ピボット１８３の周りで回転する。
【００２６】
　第１及び第２リンク１１０及び１２０のピボット各々１８０及び１８５とは対照的に、
第３ピボット１８３は、底部プレート５５又は第１及び第２リンクに対して固定されず、
第３リンクと共に並進移動する。
【００２７】
　ある範囲の別の実施形態では、リードナット及びリードスクリューのねじ間が金属対金
属のスライド接触である上述したリードスクリュー及びリードナット構成体が、第１及び
第２リンク１１０及び１２０のスクリューねじが、例えば、ボール又は円筒ローラーのよ
うなローリング素子に係合する低摩擦構成体に置き換えられる。比較的低い摩擦は、リン
クを作動するのに低いトルクしか要求されず、小型で且つ低廉の駆動装置になるという点
で、効果を奏する。他方、ボールスクリューを使用するもののような比較的低摩擦の実施
形態は、第１及び第２リンクからトルクが取り去られたときに「バックドライブ(backdri
ve)」又はスリップを生じることがある。従って、この範囲の好ましい実施形態は、ブレ
ーキ又は他のブレーキ手段、或いはアンチバックドライブメカニズム(anti-backdrive me
chanism)又は他のアンチバックドライブ手段を含んでもよい。
【００２８】
　典型的な実施形態において、リンケージ(linkage)１００は、アクチュエータに結合さ
れる。しかしながら、他の実施形態では、手で操作されてもよい。第１及び第２リンクが
２つの独立したアクチュエータに結合されるか、又は電力を分割できる単一のアクチュエ
ータに結合されるのが最も好ましい。リンケージの異なる部分を独立して操作すると、好
都合にも、安定性及び制御性が改善される。
【００２９】
　図２において、アクチュエータは、２つの独立した電気モータ１６５であり、これらは
、チェーン及びスプロケット駆動装置(a chain and sprocket drive train)に結合される
。第１及び第２の各リードスクリューが各リンクスプロケット(link sprocket)１７３に
取り付けられる。チェーン１７２は、リンクスプロケットを駆動スプロケット(drive spr
ocket)１７１に結合し、この駆動スプロケットは、ギアボックス１７０に取り付けられる
。ギアボックスは、更に、取り付けプレート１６６に取り付けられる。電気モータは、ギ
アボックスに固定される。
【００３０】
　別の実施形態では、アクチュエータが機械又は電磁又は他の原理で動作して、リンケー
ジに電力を供給することができる。アクチュエータは、例えば、電気モータ、及び空気圧
又は液圧ピストンである。本発明では、多数の変更が考えられる。
【００３１】
　リンケージ１００の好ましい実施形態は、曲げ又はねじれ或いはその両方の剛性を改善
するために補剛(stiffening)手段を含むのも任意である。補剛は、重たいテストヘッド９
０（図１を参照）と共に使用する場合に効果的である。テストヘッドは通常数千ポンドの
重さであり、過剰な静的又は動的撓み(deflection)があると、リンケージの故障を招くこ
とがある。
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【００３２】
　図２において、第１ピボット１８０と第２ピボット１８５との間の底部プレート５５の
一部分は、堅牢な固定リンクとして働く。更に、垂直プレート１０５は、この垂直プレー
トにおける細長い又は実質的に長方形の穴であるスリット１２５を含む。スロットの制限
内でボックス１５０が配置され、ガイドホイール及びレールシステム（図示せず）に接続
される。ボックスは、このボックスに対する第３リンク１３０の回転を受け容れるための
第３ベアリングアッセンブリ１８４を含む。更に、底部プレート及び垂直プレートは、互
いにしっかり取り付けられる。従って、ボックス及び垂直プレートは、好都合にも、重い
テストヘッド９０に対し曲げ又はねじれの剛性を与える。
【００３３】
　リンケージ１００は、多数のリンク及び多数の自由度の動きを有するので、マニピュレ
ータ５０の好ましい実施形態は、リンケージの操作を制御するシステムを備えるのも任意
である。コンピュータプロセッサを含むデジタル制御システムが最も好ましいが、別の実
施形態は、アナログ制御システム又は手動制御ハードウェアを備えている。
【００３４】
　図２において、ブラケット１１２は、各回転軸１９１及び１９６の周りでの第１及び第
２リードスクリュー１１０及び１２０の回転を感知するエンコーダ１１３を保持する。エ
ンコーダは、部分回転をカウントするのが好ましい。精度の低い実施形態では、全回転の
みがカウントされる。任意の傾斜計(inclinometer)１１４が、通常、第３ピボット１８３
の付近で第３リンク１３０に取り付けられる。以下に詳細に述べるように、このようなエ
ンコーダ及び任意の傾斜計は、制御システム７５（図１を参照）が第３リンクの位置、ス
ピード及び角度配向を決定できるようにする。傾斜計を含まない実施形態は、エンコーダ
の値に基づいて角度又は傾斜を決定する。エンコーダ及び傾斜計は、コンピュータプロセ
ッサと通信し、このプロセッサは、モータ１６５とも通信する。エンコーダ及び傾斜計の
ようなセンサからのデータで、コンピュータは、フィードバック制御アルゴリズムを実行
して、リンケージの動きを制御することができる。
【００３５】
　運転中に、モータ１６５は、スプロケット１７１、１７３及びチェーン１７２を経て、
第１及び第２の各リードスクリュー１１０及び１２０を駆動する。これらリードスクリュ
ーは、第１及び第２の各回転軸１９１及び１９０の周りで時計方向又は反時計方向の各々
回転することができる。リードスクリューのねじは、第３リンク（及び取り付けられたテ
ストヘッド９０）の重量を支持する。第３リンクを垂直に並進移動するために、モータは
、第３リンクの両端を駆動し、リードスクリューに沿って等しい速度で移動する。第３リ
ンクを回転するために、モータは、第３リンクの両端を異なる速度で駆動する。速度は、
各リンクに沿った異なる速度又はリンクに沿った異なる方向で相違させる。異なる速度で
移動すると、第３ピボットが固定されたままであるか又は垂直に並進移動する間に、第３
リンクの両端が第３ピボット１８３に対して回転する。第３リンクがピボット運動すると
きには、第１及び第２リンクが、第１及び第２ピボット１８０及び１８５で各々回転する
ことにより変化を受け容れる。
【００３６】
　テストヘッド又は他の物体を操作するために、第３リンク１３０（図２を参照）がアダ
プタに取り付けられ、アダプタがテストヘッドに取り付けられる。好ましい実施形態は、
拡張型アダプタを含む。しかしながら、他の実施形態は、非拡張型アダプタを含む。
【００３７】
　図３は、図１に示すマニピュレータのアームの斜視図である。アーム６０は、ボックス
ビーム(box beam)６４を備えている。ボックスビームの側部５９は、通常の且つ従来の手
段、例えば、機械的固定具により、ピボット１８３の付近で第３リンク１３０（図２を参
照）にしっかり取り付けられる。第３リンクにしっかり取り付けられて、アームは、第３
リンクと共に回転し並進移動する。
【００３８】
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　アーム６０は、ボックスビーム６４に取り付けられた一対のアームガイドレール６１を
含む拡張型アダプタである。テストヘッド９０（図１を参照）を受け入れ且つそれに固定
するように形成され且つそのような寸法にされたヨーク６５は、取り付けられたガイドホ
イール（図示せず）上のガイドレールに載る。
【００３９】
　ボックスビーム６４内には、アームモータ６２が位置される。アームリードスクリュー
と、このリードスクリューにねじ込まれてヨーク６５に結合されたリードナット（図示せ
ず）は、ガイドレール６１に沿って互いに逆の第１及び第２方向のいずれかにヨークを移
動するための並進移動メカニズムを形成する。好ましい実施形態は、アームモータ、アー
ムリードスクリュー及びリードナットに届くためのアクセスポート６６を含む。
【００４０】
　ガイドレール６１に沿った水平の並進移動は、比較的僅かな力しか必要としないので、
ある範囲の別の実施形態のアーム６０は、手動で並進移動するための簡単な取っ手を備え
ている。他の範囲の実施形態は、モータ作動のリードスクリュー及びリードナット構成体
に代わって、空気圧又は液圧アクチュエータのような加圧アクチュエータを含む。本発明
により多数の他の代替も考えられる。
【００４１】
　ここで、機能の例に注意を向けると、図４ないし９は、テストヘッド取り付け操作の進
行につれて図１のシステムを側面から示している。図４ａないし９ａは、マニピュレータ
が図４ないし９の位置に各々あるときのマニピュレータの内部構造の側面図である。図４
ａないし９ａに示す構造は、図２に示す構造に対応する。
【００４２】
　図４において、テストヘッド９０は、プローバ４０から取り外され、「修理(service)
」位置にある。図４ａは、修理位置(service position)におけるリンケージ１００の位置
を示す。一連の動きで前進すると、マニピュレータ５０は、プローバ上の最終取り付け位
置即ち「ドックされた(docked)」位置へテストヘッドを並進移動し回転させる。
【００４３】
　対応する図５及び図５ａにより示された第１制御ステップにおいて、ユーザは、スイッ
チ又は他の装置をトグル(toggle)し、そして制御システム７５（図１を参照）は、第１及
び第２のリードスクリュー１１０及び１２０を同期状態で駆動することにより第３リンク
１３０の垂直並進移動を開始する。第１及び第２のリードスクリューが回転するときに、
第３リンクの両端が同じ速度で各リードスクリューに沿って移動する。従って、第３リン
クの回転は生じない。アーム６０及びテストヘッド９０は、各々第３リンクに取り付けら
れているので、垂直に並進移動する。リードスクリューに結合されてその回転又は部分回
転をカウントするエンコーダのような通常の慣習的なセンサは、リードスクリューに沿っ
た距離、ひいては、リードスクリューの既知のねじ込みに基づく高さを決定するためのフ
ィードバックを与える。この動きは、第３リンクが所定の「回転高さ」に達するまで続く
。
【００４４】
　対応する図６及び図６ａにより示された第２ステップにおいて、第３リンク１３０が回
転し、ひいては、アーム６０及びテストヘッド９０を回転させる。回転を行なうために、
制御システム７５は、第３リンク１３０の両端を異なる速度で駆動する。第２のリードス
クリュー１２０が回転を続けるときに、第１のリードスクリュー１１０が回転を停止する
のが好ましい。或いは又、第１のリードスクリューが非ゼロの回転速度に低速化するか、
又はその回転方向を逆転してもよい。第３リンクが第３ピボット１８３の周りで回転する
ときに、第１及び第２のリードスクリューは、各々、第１及び第２のピボット１８０及び
１８５の周りでピボット運動する。この回転運動は、第３リンクが、例えば、図６ａのよ
うな所定の傾斜に達するまで続き、これは、図６に示すように、４５°のテストヘッド回
転を生じさせる。
【００４５】
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　上述した回転運動の間に、リンケージ１００に結合されたエンコーダ１１３のような通
常の慣習的なセンサは、傾斜を決定するためのフィードバックを与える。エンコーダより
も比較的低廉な任意の傾斜計１１４が、通常、地球重力に対する初期基準傾斜を与える。
傾斜計等で初期化されると、制御システム７５は、エンコーダの「カウント」（回転量）
を記憶する。エンコーダのカウントと共に、制御システムは、リードスクリューの既知の
ねじ込みが与えられると、傾斜を決定する。エンコーダのカウントは、典型的に、１回転
の一部分であるから、高い精度及び再現性で所定の傾斜（所定の垂直位置と同等）が得ら
れる。
【００４６】
　対応する図７及び図７ａにより示された任意の第３ステップにおいて、第３リンク１３
０は、垂直に並進移動し、ひいては、アーム６０及びテストヘッド９０を垂直に並進移動
させる。この並進移動を達成するために、制御システム７５は、上述した第１ステップと
同様に、第１及び第２のリードスクリューを同期状態で駆動する。この動きは、第３リン
クがプローバ４０上の所定の位置に到達するまで続けられる。
【００４７】
　任意の第４ステップにおいて、第３リンク１３０の傾斜が、前述の第２ステップと同様
に、回転により微調整又は修正される。
【００４８】
　対応する図８及び図８ａによって示された第５ステップにおいて、第３リンク１３０が
固定のままとされ、そしてアーム６０は、テストヘッド９０を水平に並進移動するように
延びる。並進移動を行なうために、制御システム７５は、アームモータ６２を付勢して、
アームのリードスクリュー６３を駆動し、ヨーク６５をガイドレール６１（図３を参照）
に沿って並進移動させる。アームのリードスクリューに結合されたエンコーダのような通
常の慣習的なセンサは、プローバ上の実際の位置を決定するためのフィードバックを与え
る。この動きは、ヨーク、ひいては、取り付けられたテストヘッドが、プローバ４０上の
所定の位置に達するまで続けられる。
【００４９】
　対応する図９及び図９ａによって示された第６ステップにおいて、第３リンク１３０が
垂直方向下方に並進移動し、ひいては、アーム６０及びテストヘッド９０を垂直方向下方
に並進移動する。この並進移動を行なうために、制御システム７５は、第１及び第２のリ
ードスクリューを、前述の第１ステップと同様に、同期状態で駆動するが、回転方向は逆
転される。この動きは、第３リンクがプローバ４０上の所定の位置に達するまで続けられ
、ここでは、テストヘッドがプローバに対して取り付け位置又は「ドックされた(docked)
」位置となる。
【００５０】
　テストヘッド９０をプローバ４０から取り外し又は「ドック解除(de-dock)」し、そし
て「修理(service)」位置に戻るために、ユーザはスイッチをトグルし、そして制御シス
テム７５（図１を参照）は、上述したステップを逆に開始する。ドッキングシーケンスに
任意のステップが含まれた場合でも、傾斜修正の第４ステップを省略することができる。
【００５１】
　従って、マニピュレータ５０は、最小量の頭上スペース及び床設置面積でテストヘッド
９０を「修理(service)」位置から「ドックされた(docked)」位置へ又はその逆にもって
いく。リンケージ１００（図２を参照）は、テストヘッドの外側を通過するヒンジ軸とは
対照的に、テストヘッドを通過する軸の周りでテストヘッドを回転する間にテストヘッド
の重量を支持することにより、このスペース効率のよいテストヘッドの動きを可能にする
。ヒンジマニピュレータの広い揺動弧に比して、本発明の好ましい実施形態では、図４な
いし９に示すように、テストヘッドをテストヘッドの影のサイズに関して減少された設置
面積内で「転倒(tumbled)」できるようにする。明らかなように、垂直の並進移動及びぴ
ったりとした転倒移動(tight tumbling)は、垂直積層システムに対して特に効果的である
。
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【００５２】
　更に、マニピュレータ５０は、１つの構造で、２つの自由度の運動、即ち並進移動及び
回転を行なえるようにする。これは、各自由度の運動に対して個別のハードウェアを有す
るマニピュレータに比してコスト効率を与える。
【００５３】
　更に、制御システム７５では、ユーザは、ボタンにタッチすることで上述した複雑な動
きを行うことができる。これは、典型的にオン／オフアクチュエータ動作しかない多数の
既知のマニピュレータに勝る効果である。
【００５４】
　制御方法に話を転じると、本発明により多数の制御アルゴリズム又は技術が考えられる
。例えば、リードスクリュー１１０及び１２０（図２を参照）を制御するための１つの技
術は、リードスクリューの希望回転数（これは、リードスクリューの長さ及びねじの数が
既知であるから位置に関係している）を入力し、そして希望回転数が所定の公差内で達成
されるまでリードスクリューを駆動する制御ループを実施することである。希望回転数が
所定の公差内になると、リードスクリューが停止する。
【００５５】
　例示的な制御ループ内では、リードスクリューの公称回転速度が、２つの項の和として
決定される。一方の項は、希望の回転数に達するためになすべき回転に関係している。こ
の項は、駆動シーケンスの始めに最大であり、そしてなすべき回転数が減少するにつれて
減少する。希望の回転数に速く近付くために、第２の項は、各位置から先へなすべき回転
の位置にわたる和に関係している。この第２の項は、駆動シーケンスにわたる和であるか
ら、駆動シーケンスの始めに最小であり、そして増加する。異なる実施形態では、これら
の項は、直線的でも非直線的でもよく、本発明により多数の変更が考えられる。
【００５６】
　同期回転については、制御システム７５は、第１及び第２の両リードスクリュー１１０
及び１２０を公称速度(nominal speed)で駆動する。公称速度を得るために、モータ１６
５（図２を参照）への入力は、モータ入力を３つの項の和として表わすことによって例示
的制御ループ内で決定される。第１の項は、上述した公称速度に対するモータ入力に対応
する。公称速度に対する表現と同様に、第２の項は、第１及び第２のリードスクリューの
回転の差に関係し、そして第３の項は、第１及び第２のリードスクリューの回転の差の位
置にわたる和に関係している。従って、第１及び第２のリードスクリュー間に速度差があ
るときには、対応する第２項及び第３項が、等しい速度に向かう修正を与える。
【００５７】
　非同期回転については、制御システム７５は、第１及び第２のリードスクリュー１１０
及び１２０を異なる速度で駆動する。公称速度及びモータ入力の場合と同様に、例示的な
制御アルゴリズムは、リードスクリューの回転にわたるループを備え、異なる傾向の項の
和からモータ入力が決定される。
【００５８】
　所有コスト（コストオブオーナーシップ：cost of ownership）に関して付加的な効果
を与えるために、ある範囲の好ましい実施形態のマニピュレータ５０は、停電が生じた場
合に回転数を失い得るエンコーダを備えている。このようなエンコーダは、停電があって
も回転数を保存する絶対的なエンコーダよりも比較的低廉である。これらの実施形態では
、制御システム７５は、位置センサからの入力で、エンコーダがリセットされる基準位置
即ち「ホーム」を見出すアルゴリズムを実行することができる。
【００５９】
　一実施形態では、制御システム７５は、最初に、リードスクリュー１１０及び１２０を
同期状態で作動して、テストヘッド９０を、垂直「ホーム(home)」センサがトリガーされ
るまで並進移動することにより、「ホーム(home)」アルゴリズムを実行する。第２に、制
御システムは、リードスクリューを非同期で作動し、次いで、前記第１ステップと同様に
垂直位置を再調整することにより、テストヘッドの傾斜を垂直「ホーム(home)」において
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所定の傾斜で確立する。第３に、制御システムは、ヨーク６５がガイドレール６１上の一
方の移動端又は他方の移動端に達するまでアームモータ６２を作動し、次いで、ヨークを
ガイドレールに沿って移動の「ホーム(home)」へもっていく。次いで、制御システムは、
アームのリードスクリュー６３に結合されたエンコーダをリセットする。第４に、制御シ
ステムは、アームモータを作動して、ヨークをガイドレール上の「修理(service)」位置
へもっていく。第５に、制御システムは、第１及び第２のリードスクリューを同期状態で
作動して、テストヘッドを若干下げる。第６に、制御システムは、リードスクリューを非
同期状態で作動することによりテストヘッドの傾斜を高い精度で確立する。最終的に、制
御システムは、垂直「ホーム(home)」センサがトリガーされるまでリードスクリューを同
期状態で作動する。次いで、制御システムは、第１及び第２のリードスクリューに結合さ
れたエンコーダをリセットする。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の一実施形態による自動テストシステムの斜視図である。
【図２】図１に示すマニピュレータの内部構造の側面図で、一部を断面図で詳細に示した
図である。
【図３】図１に示すマニピュレータのアームの斜視図である。
【図４】図１のシステムの側面図で、テストヘッドをプローバに取り付けるための一連の
位置における第１位置即ち修理位置を示す図である。
【図４ａ】マニピュレータが図４に示す位置にあるときの、図２に対応するマニピュレー
タの内部構造の側面図である。
【図５】テストヘッドの上方垂直並進移動を行なった後の、図４のシステムの側面図であ
る。
【図５ａ】マニピュレータが図５に示す位置にあるときの、図２に対応するマニピュレー
タの内部構造の側面図である。
【図６】テストヘッドの回転を行なった後の、図５のシステムの側面図である。
【図６ａ】マニピュレータが図６に示す位置にあるときの、図２に対応するマニピュレー
タの内部構造の側面図である。
【図７】テストヘッドの更なる回転を行なった後の、図６のシステムの側面図である。
【図７ａ】マニピュレータが図７に示す位置にあるときの、図２に対応するマニピュレー
タの内部構造の側面図である。
【図８】テストヘッドの水平並進移動を行なった後の、図７のシステムの側面図である。
【図８ａ】マニピュレータが図８に示す位置にあるときの、図２に対応するマニピュレー
タの内部構造の側面図である。
【図９】テストヘッドの下方垂直並進移動を行なった後の、図８のシステムの側面図であ
る。
【図９ａ】マニピュレータが図９に示す位置にあるときの、図２に対応するマニピュレー
タの内部構造の側面図である。
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